
　1　事業所の概要

（1）事業所名称及び事業所番号等

（2）事業所の職員体制

1

5

（3）通常の事業の実施地域

※上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。

（4）営業日及び営業時間

設備概要 事務所　（７０．８０㎡）

管理者 1

従業者の職種

　こころ介護サービス　重要事項説明書

作成日　令和6年　　12月1日

事業所名 こころ介護サービス

（ＦＡＸ）０５４-２６６-５３７２

（住　所）静岡市駿河馬渕３丁目１２番３－１号

所在地・連絡先 （電　話）０５４-２６６-５３７０

4

常勤（人）

介護支援専門員

2274205901

梶山　文子

事業所番号

管理者の氏名

敷地概要（権利関係） ７０．８０㎡（自社物件）

営業時間

月曜日～金曜日

備　　考

８：３０～１７：３０

建物概要（権利関係） ７０．８０㎡（自社物件）

区　　分

1

非常勤（人）
計（人）

営業日

営業しない日

　　　　静岡市(中山間地域は除く）

土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

　※　24時間連絡体制を確保し、介護支援専門員が輪番制により、常時携帯電話等で必要に応じ相談を承っています。



　2　サービスの内容

1.　居宅サービス計画

　（ケアプラン）の作成

2.　経過観察・再評価

3.　施設入所への支援等

4.　要介護認定等の申請に係る

　援助

5.　訪問調査

6.　実務研修における協力体制

③　利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サー

　ビス計画変更の支援、要介護認定区分の変更申請の支援等の必要な対応をします。

　ス事業者との連絡調整を行います。

　居宅サービス計画作成後、次の事項を介護支援専門員に担当させます。

サービスの内容

　ます。

　介護支援専門員実務研修における実習等に協力体制を確保しています。

請を円滑に行えるよう利用者を援助します。

　べき課題を把握します。

　次の事項を介護支援専門員に担当させます。

①　利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して情報を収集し、解決す

　を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

　用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。

②　当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料

　象となるか否かを区分した上で当該居宅サービス計画の原案の内容について、利

　等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求め

⑥　その他、居宅サービス計画作成に必要な支援を行います。

サービスの種類

①　利用者及びその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。

④　居宅サービスの原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対

③　提供されるサービスの目標その達成時期、サービスを提供する上での留意点等

　事業者は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望した場合、利用者に介

⑤　作成した居宅サービス計画は利用者及びサービス担当者に交付します。

②　居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービ

護保険施設等の紹介、その他の支援をします。

　利用者が要介護認定等の新規申請、更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申

　市町村から委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を行います。



　3　サービス料金

（1）介護保険給付対象サービス

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、

要介護度に応じて下記の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス提供証明書を後日、保健者の窓口に

　入院時情報連携加算Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1ヶ月につき　　　　　　　　 2,605円

　入院時情報連携加算Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1ヶ月につき　　　　　　　　 2,084円

　ターミナルケアマネジメント加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1ヶ月につき　　　　　　　　 4,168円

　緊急時等居宅カンファレンス加算（1月2回程度)　　　　　　　　　　　　    1ヶ月につき　　　　　　　   2,084円

　通院時情報連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1ヶ月につき　　　　　　　   　521円

（2）介護保険給付対象外サービス

　介護保険の給付対象とならないサービスは、利用料金の金額が利用者の自己負担となります。

交通費

　１の（３）の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が

  必要となります。

  １の（３）の通常の事業の実施地域を越えた地点から片道１キロメートルこごに１００円

　４　サービスの利用方法

（1）サービスの利用開始

　まずは、お電話等でお申し込み下さい。当事業所の職員がお伺い致します。契約を締結した後、サービスの提供を開

  始します。

提出しますと払い戻しを受けることができます。

　居宅介護支援費　　　要介護　1・2　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1ヶ月につき　　　　　　　　11,316円

　居宅介護支援費　　　要介護　3・4・5　　　　　　　　　　　　　　　　    1ヶ月につき　　　　　　　　14,702円

　特定事業所加算Ⅱ　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　    1ヶ月につき　　　　　　　　 4,386円

　初回加算（初回及び2段階以上の変化認定を受けた場合）　　　　　　　　    1回につき　　　　　　　　　 3,126円

                  Ⅲ       (情報提供3回以上うち1回以上カンファレンス)    1ヶ月につき                 9,378円

　退院・退所加算　Ⅰイ　　 (情報提供１回カンファレンス以外で)　　　　 　 1ヶ月につき　　　　         4,689円

                  Ⅰロ     (情報提供１回カンファレンスで)                1ヶ月につき                 6,252円

                  Ⅱイ     (情報提供2回以上カンファレンス以外で)         1ヶ月につき                 6,252円

                  Ⅱロ     (情報提供2回以上うち１回以上カンファレンスで) 1ヶ月につき                 7,815円

　要支援又は要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるので、自己負担はありません。但し、



（2）サービスの終了

①　利用者のご都合でサービス 　文書でお申し出下さればいつでも解約できます。

　を終了する場合

②　当事業所の都合でサービス 　やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。

　を終了する場合 その場合は終了１か月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援

事業者をご紹介致します。

　以下の場合には双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致します。

③　自動終了 　・利用者が介護保険施設等に入所した場合

　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（自立）

　と認定された場合

　・利用者がお亡くなりになった場合

　利用者やご家族などが、当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を

④　その他 継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサ

ービスを終了させて頂く場合がございます。

　5　機密保持

（1）　業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身体等の危険防

　　止の為など正当な理由がある場合を除いて契約期間中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。

（2）　あらかじめ文書等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず介護支援事業者との連絡調整そ

　　の他必要な範囲内で同意した者の個人情報を利用できるものとします。

　6　事業所のサービスの方針等

（1）事業の目的

　当事業所は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むために、必要な居宅サービスが適切に利用できる居宅サービス計画を作成するとともに、当該計

画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。

（2）運営の方針

①　　要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

　　常生活を営むことができるように配慮して行います。

②　　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福

　　祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

③　　利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種

　　類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。



④　事業の運営に当たっては、市町村、老人福祉法第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の居宅介護

支援事業者、介護老人保険施設等との連携に努めます。

⑤　事業の運営にあったては、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。

⑥　居宅サービス計画の作成にあたって利用者が介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を

 求める権利があることを説明します。

⑦　居宅サービス計画作成時、サービス計画案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を利用者が

　 居宅介護支援専門員に求めることができる権利がある事を説明します。

⑧　ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問

　介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護（「訪問介護等」）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画

　の数が占める割合および前６月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

　訪問介護等ごとの回数のうちに同一のサービス事業者によって提供されたものが占める割合を公表します。

⑨　利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこ

ととし、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急の理由を記録します。

（1） 虐待防止委員会を開催します。
（2） 利用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための指針を整備します。
（3） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。
（4） 虐待防止に関する専任担当者を選定しています。【担当者　梅田克子】
（5） 成年後見制度の利用を支援します。
（6） 苦情解決体制を整備しています。
（7） サービス提供中に、当該事業所授業者または養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けた
と思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通知します。

講じます。

（1）感染症対策委員会の開催
（2）感染症の発生又はそのまん延を防止するための指針の整備
（3）感染症の発生又はそのまん延を防止するための研修及び訓練の実施
（4）感染症対策の専任担当者を配置【担当者　梅田克子】

ように次の措置を講じるものとします。

1. 介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力（直接的、間接的を問わず有形力を用いて危害を及ぼす行為）
2. 介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめた
りする行為）
3. 介護支援専門員その他従業者に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要
求、性的な嫌がらせ 行為等）

（2）利用者及びその家族はサービス利用に当たって、次の行為を禁止します

他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施します。 感染症が発生、又はまん延しない

⑫　虐待の防止について事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

を受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護支援専門員その

⑩　ハラスメントの防止

（1）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第１項及び労働施策の総合的な

アルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じます。

⑪　感染症や災害の対応力強化感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供

推進並び に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の２第１項の規定に基づき、セクシュ



（3）その他

事項 内容

従業員研修 採用時研修、年２回以上研修を行っています。

　7　相談及び苦情の受付窓口

（1）当事業所でのサービスに関する相談や苦情窓口

担　当　 梅田　克子

電　話　０５４－２６６－５３７０ ＦＡＸ　０５４－２６６－５３７２

ご利用時間　９：３０～１７：００　（月曜日～金曜日）

（2）公的機関でのサービスに関する相談や苦情窓口

静岡市役所　介護保険課

所在地　静岡市葵区追手町５番１号

電　話　０５４－２２１－１２０２ ＦＡＸ　０５４－２０５－１２９８

対応時間　８：３０～１７：１５　（月曜日～金曜日）

静岡県国民健康保険団体連合会

所在地　静岡県静岡市葵区春日２丁目４－３４

電　話　０５４－２５３－５５９０ ＦＡＸ　０５４－２０５－３３１５

対応時間　８：３０～１７：００　（月曜日～金曜日）

　8　事業者（法人）の概要

（住　所）静岡市駿河区馬渕３丁目１２番３－１号

業務の概要

事業所数

居宅介護支援

　1か所

名称・法人種別 合同会社　ケセラ

梅田　克子代表者名

所在地・連絡先 （電　話）０５４－２６６－５３７０

（ＦＡＸ）０５４－２６６－５３７２



令和　　　年　　　月　　　日

サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。

事業者 所在地　　

名　称　　 印

説明者

サービス契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項の説明を受けました。

利用者 住　所

氏　名 印

代理人 住　所

氏　名 印

静岡市駿河区馬渕３丁目１２番３－１号

こころ　介護サービス


